
 

 

 

ホッパー施設一般廃棄物収集運搬処分業務委託仕様書 

 

 （趣旨） 

１ この仕様書は、「排水機場等」から排出される廃棄物を分別し、一般廃棄物のみを

収集運搬処分する業務委託（単価契約）の実施について、必要な事項を定める。 

  「排水機場等」とは、２項（履行場所）に定める場所をいう。 

 （履行場所） 

２ 本業務履行場所は、次のとおりとする。 

 ⑴ 公共下水道事業会計 

  ① 手代一丁目１９番１号     中央ポンプ場内 

    旧住所：手代町１６０番地７ 

  ② 新里町１７８番地     新里排水機場内 

  ③ 松原三丁目地内     松原排水機場内 

  ④ 長栄二丁目１０番地１     長栄排水機場内 

    旧住所：長栄町９０８番地 

  ⑤ 松江五丁目１番地     松江第１排水機場内 

  ⑥ 稲荷五丁目地内１８０８番地 松江第２排水機場内 

 ⑵ 排水施設維持管理事業 

  ① 神明二丁目６番１号     神明排水機場内 

  ② 谷塚上町２３番１      辰井川排水機場内 

  ③ 松江三丁目２０番１号     古綾瀬川排水機場内 

  ④ 谷塚上町９０番２     横手堀ポンプ場内 

  ⑤ 谷塚二丁目２番２２号     中井堀排水機場内 

  ⑥ 旭町一丁目３番地     旭排水機場内 

  ⑦ 瀬崎六丁目地内       瀬崎排水機場内 

  ⑧ 新善町２８８番地先     新善町ポンプ場内 

  ⑨ 八幡町４３８番１１地先   古綾瀬川第二貯留池 

  ⑩ 遊馬町貯留池        遊馬町区画整理地内 

 

 （残渣物の種類） 

３ 排水機場から排出される塵芥の種類は、一般廃棄物とする。 



 

 

 （委託業務の内容） 

４ 本業務委託は、排水機場等内に設置されているホッパー施設もしくは廃棄物籠に排

出される廃棄物を分別し、法令に従った処分方法にて回収し処分する。ただし、産業

廃棄物に関しては、排出する機場等内で分別し保管するものとする。一般廃棄物の運

搬に当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第三条第一項イの規

定による措置を施した車両を使用すること。 

 （標準作業量） 

５ 本業務委託の作業量は、年間８ｔ程度とする。ただし、排水機場からの排出量によ

り変更する場合がある。 

 （履行期間） 

６ この契約の履行期間は、契約締結の日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで

とする。 

 （単価見積り条件） 

７ 神明排水機場、古綾瀬排水機場及び辰井川排水機場に関しては、期間内各々３回程

度の個別回収、以外の機場に関しては期間内３回程度の巡回による回収を行うものと

して単価を見積もること。 

  なお、回数については上記５項のとおり、発生量により増減がある。 

 （委託の契約単価） 

８ 本業務委託の契約は、一般廃棄物の分別運搬処分１ｔ当たりの単価契約とする。 

 （委託料の支払方法） 

９ 委託料の支払は、作業完了１回ごとの業務完了払とする。 

 （計量及び報告） 

10 本業務委託で運搬する一般廃棄物は、東埼玉資源環境組合の台貫（トラックスケー

ル）で計量を行う。計量伝票の作成は、神明排水機場、古綾瀬排水機場及び辰井川排

水機場については排水機場ごととする。なお、排水機場等においては、それぞれ施設

を巡回した合計とすることができる。これらの業務状況については、上記７項の業務

完了ごとに報告し、作業状況が分かるよう写真を数枚程度撮影し添付する。 

 （搬出時間） 

11 排水機場からの搬出時間は、概ね午前８時３０分から午後４時までとする。 

 （積替え） 

12 排水機場から一般廃棄物処理施設までの運搬は、積替えなしで行うものとする。 



 

 

 （事前協議書等の提出） 

13 本委託業務を実施するに当たり、処分等の事前協議が必要な場合は、発注者及び受

注者で協議を行い、関係者に提出するものとする。 

 （提出書類） 

14 受注者は速やかに次の書類を提出しなければならない。 

 ⑴ 契約時 

  ① 着手届 

  ② 現場責任者届、経歴書 

  ③ 登録車両リスト 

  ④ 許認可等確認願い 

  ⑤ その他必要な書類 

 ⑵ 業務完了１作業ごと 

  ① 業務報告書 

  ② 作業写真 

  ③ 一般廃棄物計量伝票 

  ④ その他必要な書類 

 （安全管理） 

15 業務の実施に当たり、安全に特に留意するものとし、万が一事故が発生した場合に

は所定の措置を講ずるとともに、その原因、経過等を発注者に報告しなければならな

い。 

 （法令の遵守） 

16 受注者は業務の履行に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法

令を遵守しなければならない。 

 （環境対策） 

17 草加市環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 

18 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に配慮

することができるよう努めること。 

19 本契約の履行に当たり、「埼玉県生活環境保全条例」の他、通過地の自治体条例が

規定するディーゼル車規制に適合する自動車等を利用すること。また、適合確認のた

めに自動車検査証（車検証）等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やか

に応じること。 

20 契約の履行に当たり、自動車等を駐・停車する場合は、「埼玉県生活環境保全条

例」（平成１３年条例第５７号）に規定するアイドリングストップを遵守すること。 



 

 

 （不当要求行為に係る通報義務） 

21 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６号）

第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示第１５５

号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

 ⑴ 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為に

よる被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に報告す

るとともに、所轄の警察署に通報すること。 

 ⑵ 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じるこ

と。 

 （その他の事項） 

22 この仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、これを決定す

る。 

23 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守すること。また、

業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 


